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災害に強く治安が確保されている安全・安心な県づくり

　近年、大規模な自然災害が頻発し、災害のリスクも高まっています。東日本
大震災や原子力災害の教訓の継承と併せて、道路整備、河川改修、砂防関係施
設の整備などのハード対策と避難体制の構築などのソフト対策を適切に組み合
わせ、災害に強く、しなやかな地域づくりを進めていく必要があります。あわ
せて、地域共助による避難行動の意識づけや自己の避難行動の検討など、平時
からの災害の備えを進めることが重要です。
　一方で、本県は、犯罪件数や交通事故件数は減少傾向にありますが、高齢者
が被害者となるなりすまし詐欺の増加や夜間等における重大交通事故が続発し
ており、犯罪情勢に応じた防犯対策や、交通安全運動等の対策を継続する必要

があります。
　また、住宅火災は減少傾向にありますが、引き続き、地域の実情に応じた消防団の活性化など自主
的な防火体制の強化に加え、県民のライフラインの維持や強化を図るとともに、食の安全、生活衛生
の向上を図り、安全で安心な県づくりを進めていく必要があります。

「暮らし」分野

政 策
2
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暮らし分野

 【主な取組】
①道路ネットワークの強化に関する取組　
　会津縦貫道などの整備により脆弱区間の代替路を確保するとともに、橋梁の耐震対策や落石対策などを推進し
ます。あわせて、電線共同溝の整備や新たな電柱の設置を制限し無電柱化を推進することで、道路ネットワーク
を強化します。

②水災害対策に関する取組
　頻発化、激甚化する水災害への対応として河川改修に取り組みます。あわせて、流域全体としての流出抑制対
策や土地利用に応じた流域治水の強化に取り組みます。

③土砂災害対策に関する取組
　土砂災害対策として、治山施設や砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備を進めます。

④国土強靱化に関する取組
　災害に強い県土づくりのため、国土強靱化地域計画に位置付けた事業を積極的に推進するとともに、市町村の
国土強靱化地域計画の策定及び見直しの支援を行います。

 【主な取組】
①地域における防災力向上の推進に関する取組
　地域の防災リーダーの育成や自治会組織を単位とした地区防災計画作成の支援に加え、教育機関や自治会組織
等に対する防災講座等の啓発活動を強化し、高齢化が進む地域における地域防災力に資する体制の強化を図り、
民間事業者との協働を含め、地域に根ざした共助の取組の定着・深化を目指します。また、市町村における避難
行動要支援者避難支援個別計画の策定などを支援します。

②東日本大震災・原子力災害を踏まえた教育に関する取組や廃炉へ向けた人材育成への
取組
　震災の教訓をいかした道徳教育、児童生徒や地域の実態に応じた放射線教育、防災意識の高揚や災害時に主体
的に判断し行動する力などの育成を目指した防災教育、医学・産業・廃炉の基盤となる理数教育など、東日本大
震災・原子力災害を踏まえた教育を推進します。

③災害事例の自分事化による一人一人の防災意識を高める取組
　「災害は自らに起こりうること」という前提の下、各種の研修やセミナー、動画配信など様々な機会や媒体を
活用し、家庭及び生活する地域の中での防災に対する意識を高めるほか、避難場所やタイミングをあらかじめ定
める「マイ避難」の取組の周知啓発を通じて一人一人の防災意識の向上を促すとともに、適切で迅速な避難行動
の推進を図ります。

　災害に強い道路整備やハード・ソフトを組み合わせた流域全体で
の治水対策の促進など防災・減災対策を講じることにより、強靱な
県土の形成を推進していきます。

　県民の防災に対する意識の向上を図り、自助・共助の取組を促進
させるとともに、本県だからこそできる震災の教訓をいかした教育
や人材育成を推進していきます。

施　策

1

施　策

２

災害に強い県土の形成

地域防災力の強化と充実



92

政策分野別の主要施策

政
策
分
野
別
の
主
要
施
策

第
４
章

 【主な取組】
①災害時の初動体制の整備に関する取組　
　防災等の訓練や必要な燃料・物資の備蓄、消防防災ヘリ及び道の駅の機能向上等に努めるとともに、災害協
定の締結や関係機関及び事業者との連携強化を図り、災害対応力の向上に努めます。

②適切な情報発信に関する取組
　総合情報通信ネットワークの充実強化や県民に分かりやすい防災情報の発信の在り方について検討を進めます。

③災害時の健康危機管理体制の強化に関する取組
　災害時における救急医療・精神保健医療等を確保するため、関係機関との連携強化を図るとともに、災害派
遣医療チーム（DMAT）、災害派遣精神医療チーム（DPAT）の隊員養成研修の支援等を実施し、災害時の医療
提供体制の整備を図ります。また、大規模災害時等に派遣する災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT) の設
置及び運営等の体制整備に取り組んでいきます。

④災害廃棄物処理対策に関する取組
　大規模災害発生に備え、市町村の災害廃棄物処理計画の策定を支援します。また、災害時においては、災害
廃棄物等の処理に係る相互応援協定に基づき、県が市町村及び一部事務組合と連携して災害廃棄物の広域処理
を調整し、被災地域の県民生活の速やかな復旧を図ります。

⑤市町村支援に関する取組
　市町村が行う受援計画の作成や避難所生活環境改善を支援するほか、住家被害においては認定調査のシステ
ム化等を通じて被災者の生活再建支援の迅速化を図ります。また、地震・大雨等の大規模な災害により建築物、
宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、市町村の要請により、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、
二次災害の軽減、防止を図ります。

 【主な取組】
①県民の安全・安心を守る犯罪抑止対策に関する取組　
　地域の実態に即した総合的な犯罪抑止対策を講じ、県民の安全と安心の確保に努めます。また、市町村等と連
携し、防犯灯、防犯カメラの設置促進等の防犯対策を図るとともに、自主防犯活動に対する支援、防犯情報の提
供、事業者等への防犯対策に関する助言・指導等の活動を推進します。

②交通事故の防止に関する取組
　交通安全教育や広報啓発活動等、地域住民と一体となった交通安全活動を推進するとともに、悪質・危険な運
転の根絶等道路交通秩序の維持を図り、交通事故を抑止します。また、安全で円滑な交通環境の確保を図るため、
交通安全施設の整備を進めます。

③消防団員の確保に関する取組
　女性や若者の入団に向けた取組の促進や、被雇用者の消防団員の消防活動について雇用者に理解と協力を働き
かけるなどにより、消防団員の確保を図ります。

　災害発生時においても迅速かつ的確な災害対応を実現
するための施設整備や運営体制の強化、人材の育成等を
図っていきます。 

　防犯・防火の環境整備や体制強化のほか、広報啓発活動や交通
安全活動等の取組を通じて、安全・安心な県づくりを推進してい
きます。

施　策

3

施　策

4

危機管理体制の強化

防犯対策、防火対策の充実、交通安全対策の推進




